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保護者・地域の皆様には日頃より、学校教育活動に対して 

格別のご支援、ご協力をいただき誠にありがとうございます。 

さて、五郷小学校、五郷中学校においては来年度より、 

熊野市教育委員会の指定を受け、「学校運営協議会制度」を 

導入することとなりました。 

「学校運営協議会制度」（コミュニティ・スクール）は、今ま 

 で以上に、学校と地域住民・保護者が力を合わせて学校の運営 

に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」に転換 

するための仕組みです。 

 

 

 

 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）とは、 

 

コミュニティ・スクールとは「学校運営協議会」を設置している学校のことを指します。 

 この制度を導入することで、保護者、地域の皆様とともに地域ならではの創意や工夫を生かした 

特色ある学校づくりを進めていくことができます。 

 

「学校運営協議会」は、次の機能を有します。 

 

・校長が作成する学校運営の基本方針の承認をする。 

・学校運営について、教育委員会や校長に意見を述べることができる。 

 

保護者や地域の方々に参加いただく「学校運営協議会」は学校の 

良きパートナーとなるものであり、校長先生が描く学校のビジョン 

を地域住民や保護者と共有し、校長先生のリーダーシップのもとに 

共に汗をかき、そのビジョンの実現を目指そうとする仕組みです。 

 

※学校運営の責任者は校長であり、学校運営協議会が校長の代わりに 

学校運営を決定・実施するものではありません。 
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 五郷小学校、五郷中学校ではこれまで学校評議員の方々にいただいた貴重なご意見を学校運営に

反映してきました。この仕組みを発展させ、さらに多くの保護者・地域の方に子どもの成長に関わ

っていただけるような学校を目指しています。学校運営や学校の課題に対してより多くの方々のご

意見をいただくことで、子どもたちに「地域の担い手」としての自覚が育ち、地域の方々の理解と

協力を得た学校運営が実現します。どのような子どもたちを育て、何を実現していくのかという目

標やビジョンを小,中学校ともに連携し、保護者や地域の方々と共有して、地域と一体となって子

どもを育む「地域とともにある学校」を目指した「コミュニティ・スクール」の実現に向け、ご理

解とご協力をお願いします。                     

 

※詳細についてご質問等があれば、五郷中学校まで                
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